
京都市久世ふれあいセンター条例の一部を改正する条例（平成３１年３月２８日京都市条

例第   号）（文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課） 

  消費税法及び地方税法の一部改正により，消費税及び地方消費税の税率が引き上げら

れることに伴い，京都市久世ふれあいセンターの使用料の適正化を図る必要があるた

め，京都市久世ふれあいセンター条例の一部を改正することとしました。 

この条例は，平成３１年１０月１日から施行することとしました。 
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京都市久世ふれあいセンター条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成３１年３月２８日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第  号 

京都市久世ふれあいセンター条例の一部を改正する条例 

 京都市久世ふれあいセンター条例の一部を次のように改正する。 

             「 

 別表第２備考以外の部分中 

円 

10,300 

円 

13,200 

円 

15,300 

 を 7,900 10,300 11,700 

800 1,000 1,100 

900 1,300 1,400 

 800 1,000 1,100 

                                 」 

「 
 円 

10,790 

円 

13,820 

円 

16,020 

 に改め，同表備考２中「１００円」を「１０  8,270 10,790 12,250 

 830 1,040 1,150 

 940 1,360 1,460 

 830 1,040 1,150 

                    」 

円」に改め，同備考３中「より計算した額」を「掲げる額（２の規定の適用がある場合に

あっては，その適用後の額）」に，「１００円」を「１０円」に改め，同備考４中「１００

円」を「１０円」に改め，同備考５中「つど」を「都度」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３１年１０月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の京都市久世ふれあいセンター条例（以下「改正後の条例」と

いう。）の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は，こ
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の条例の施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３ 改正後の条例の規定は，この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し，

同日前の使用に係る使用料については，なお従前の例による。 

（文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課） 


